
目

次

訓

令

○
青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

告

示

○
災
害
救
助
法
の
適
用
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

公

告

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び

保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
、
老
人
ホ
ー

ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正
qqq（
事

務

局
）
…
二

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
二

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

９

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
か
ら
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三

条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
申
告
が
あ
つ
た
場
合

に
お
け
る
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
）
及
び
勤
務
時
間
は
、
所
属
長
が
別
に
定
め
る
。

10

前
項
の
勤
務
時
間
中
、
午
後
零
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
休
憩
時
間
を
置
く
。
た
だ
し
、
一
日
の

勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
休
憩
時
間
を
午
後
零
時
か
ら
午
後

零
時
四
十
五
分
ま
で
と
し
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超
え
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
休
憩
時

間
を
置
か
ず
、
及
び
終
業
の
時
刻
を
午
後
七
時
十
五
分
以
後
に
設
定
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
午

後
零
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
休
憩
時
間
の
ほ
か
に
、
休
憩
時
間
を
午
後
六
時
か
ら
午
後
七
時
ま

で
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
十
七
号

令
和
六
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
の
大
雪
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
災
害

青
森
県
報
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救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
を
適
用
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

適
用
期
日

令
和
七
年
一
月
四
日

二

適
用
地
域

青
森
市
、
弘
前
市
、
黒
石
市
、
五
所
川
原
市
、
平
川
市
、
南
津
軽
郡
藤
崎
町
、
南

津
軽
郡
大
鰐
町
、
南
津
軽
郡
田
舎
館
村
、
北
津
軽
郡
板
柳
町
、
北
津
軽
郡
鶴
田
町

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

令
和
六
年
十
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号
（
病
院
の
長
、
老
人

ホ
ー
ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

二
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
七
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

（
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
章
中
第
二
条
の
前
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
適
用
除
外
職
員
）

第
一
条
の
二

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
職
員

ア

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
に
お

い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象

者
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
第
六
条
の
三
第
二
項
、
第
六
条
の
六
第
二
項
、
第
六
条
の

九
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
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校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養
育
す
る
職

員
イ

勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い

う
。
）
を
介
護
す
る
職
員

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
地
方

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業

法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間

勤
務
職
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

三

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条

の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
基
準
等
）

第
一
条
の
三

任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

を
い
う
。
第
三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
九
号
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
の
設
定
又
は
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
六
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
を
考
慮

し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
支
障

が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
と
異

な
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た

各
期
間
（
当
該
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
単
位
期
間
）
に
つ
き

一
日
を
限
度
と
し
て
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

一
日
に
つ
き
四
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十

五
分
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

四

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
の
間
（
任
命
権
者
が
、
職
員

が
勤
務
す
る
部
署
の
業
務
の
状
況
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
人
事

委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
間
）
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
（
任
命
権
者
が
、
職
員
が
勤

務
す
る
部
署
の
職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
時
間
並
び
に
始
ま
る
時
刻
及
び
終

わ
る
時
刻
を
定
め
る
標
準
的
な
休
憩
時
間
を
い
う
。
）
を
除
い
て
連
続
す
る
よ
う
に
、
一
日

に
つ
き
四
時
間
で
任
命
権
者
が
部
署
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
帯
に
、
当
該
部
署
に

勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
し
て
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
こ
と
。

五

始
業
の
時
刻
を
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
を
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
変
更
）

第
一
条
の
四

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
の
割

振
り
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
七
条
第
三
号
に
規

定
す
る
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。

二

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
っ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り

等
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
別

に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
申
告
）

第
一
条
の
五

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
は
、
第
一
条
の
三
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
希
望
す
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
並
び
に
始
業
及
び
終
業
の

時
刻
並
び
に
第
一
条
の
二
第
一
号
ア
又
は
イ
の
職
員
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
位
期
間
等
）

第
一
条
の
六

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
（
第
三
項
に

お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職

員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
を
し
た
職
員
に
つ
い
て
、

第
一
条
の
二
第
一
号
ア
又
は
イ
の
職
員
に
該
当
す
る
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
申
告
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
が
行
わ
れ
た
職
員
は
、
第
一
条
の
二
第
一
号
ア
又
は
イ
の
職
員
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
係
る
単
位
期
間
の
末
日
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ま
で
の
間
、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
の
当
該
単
位
期
間
に
係
る
勤

務
時
間
の
割
振
り
等
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
中
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育

児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短

時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
同
条
」
を

「
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

任
命
権
者
は
、
週
休
日
の
振
替
等
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
週
休
日
又
は
勤

務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
毎
四
週
間
に

つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
、
か
つ
、
勤
務
日
等
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き
続
き
二
十
四
日
を
超
え
な
い
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

週
休
日
の
振
替
（
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
週
休
日
に

変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必

要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）

二

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
（
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る

必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
）

三

四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

勤
務
日
（
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
み
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
日
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
勤
務
時
間
の
う
ち
四
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当

該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ

と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
休
憩
時
間
）
」
を
加
え
、
同
条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
職
員
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合

（
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を

命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二

項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
職
員
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
に
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
申
告
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三

項
に
規
定
す
る
申
告
を
す
る
際
に
、
併
せ
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
休
憩

時
間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
七
条

第
一
号
に
該
当
す
る
と
し
て
休
憩
時
間
を
一
斉
に
は
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

交
替
に
よ
っ
て
勤
務
さ
せ
る
場
合

二

同
一
公
署
内
に
お
い
て
勤
務
場
所
を
異
に
す
る
職
員
が
い
る
場
合
で
、
公
務
の
運
営
上
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

危
険
防
止
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に
は
置
か
な
い
こ
と
が
休
憩
の
自
由
利

用
を
妨
げ
ず
、
か
つ
、
勤
務
を
過
重
な
も
の
と
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
勤
務

時
間
条
例
第
七
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
休
憩
時
間
を
一

斉
に
は
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
条
例
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
申
告
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
任
命
権
者
は
、
」
の
下
に
「
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
若
し
く
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
」
を
加
え

る
。第

六
条
の
三
第
一
項
中
「
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
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次
項
、
第
六
条
の
六
第
二
項
、
第
六
条
の
九
第
二
項
及
び
第
十
四
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
る
。

第
六
条
の
十
二
中
「
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
」
及

び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
六
条
の
十
五
第
二
項
中
「
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
代
休
日
（
同
項
」
を
「
及
び
代
休
日
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ

り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
職
員
」
に
、
「
す
べ

て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
九
号
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
、
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
職

員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
得
て
、
週
休
日
」
の
下
に
「
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え

る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
週
休
日
の
日
数
を
差
引
い
た
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
並
び
に
勤
務
時
間
条

例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
を
差
し
引
い
た
」

に
、
「
日
割
に
」
を
「
日
割
り
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条

例
第
十
六
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
、
週
休
日
」
を
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
週
休
日
」
に
、
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
⑶
中
「
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
第
五
条
」
を

「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
（
以
下
「
週
休
日
」
を
「
若
し
く
は
同
条
例
第
三
条
第
三
項
若
し
く

は
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
割
り
振

ら
な
い
日
（
以
下
「
週
休
日
等
」
に
改
め
、
同
号
⑷
中
「
週
休
日
」
を
「
週
休
日
等
」
に
、
「
三

時
間
四
十
五
分
若
し
く
は
四
時
間
」
を
「
四
時
間
以
下
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
か
ら
週
休
日
」
を
「
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第

四
条
、
第
五
条
第
一
項
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五
（
寒
冷
地
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
週
休
日
の
日
数
」
を
「
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
（
同
条

例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
並
び
に
同
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
同
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数

の
合
計
日
数
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
六
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
六
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
六
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
勤
務
時
間

条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
」
を
「
及
び
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
、
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
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日
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十

六
号
）
」
を
「
勤
務
時
間
条
例
」
に
、
「
読
み
替
え
ら
れ
た
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
」
を
「
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
条
例
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
の
一
部
改
正
）

２

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
二
号
」
に
改
め
、
附
則
第
三
項
中

「
改
正
後
の
規
則
」
の
下
に
「
第
一
条
の
二
、
」
を
加
え
る
。
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